
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２３年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

特になし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。
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２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）
（　単位　：　円　）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１) 職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況（平成24年4月1日現在）
①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参　　考

A/B

－

歳 円 0.95

－

－

－

－

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２１～２３年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与額の額を加えた試算値である。

③看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、　 

      給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

－

－ － －

－ －

－

－

363,751

345,551

378,681

調理員

民　　　間

－

－ －

－ －

対応する民間の
類似職種

平均給与月額
（国ベース）

270,700

402,500 424,600

平均給与月額（B)

－ － －

（国ベース）

42.3

平均年齢

274,335円

390,100

１号給の
給料月額

135,600 185,800 222,900

最高号給の
給料月額

243,700 356,400

261,900

309,200

区　　分

253,200円

う ち 学 校 給 食 員

市川三郷町 14人

平均給料月額

公　　務　　員

-

3,660,900円

年収ベース（試算値）の比較

271,290

-

平均給与月額（国ベース）

262,820

-

公務員（C）

4,107,180円

414,714

315,798

326,642
(342,896）

-

国

山梨県

48.5歳

-

区　　分

類似団体

C/D

1人

285,486円

49.4歳

う ち 自 動 車 運 転 手 61.7歳 -

270,465円
(285,030）

342,898円

297,150円

－
307,506円
（323,181)

307,761円

393,833円

258,957円

254,300円

368,456円

254,300円 257,050円

-

42.8 356,875

41.9

375,940

304,944
（329,917)

平均給与月額
（A）

12人

58.8歳 2人

平均年齢 職員数

340,735

52.4歳

国 42.8

42.9

山梨県

類似団体

43.2

43.3

289,200 320,600

５級 ６級

民間（D）

平均給料月額 平均給与月額

- -

372,906
(401,789)

343,834

1.12

-

151人

335,836

419,384

318,300

319,752

国 45.7

257,810

類似団体 305,194

山梨県

市川三郷町 32.7

298,203
(313,617）

市川三郷町

う ち 学 校 給 食 員

う ち 自 動 車 運 転 手

区　　分 平均年齢

区　　分 平均年齢 平均給料月額

参　考

49.7歳 3,479人

市川三郷町

１級 ２級 ３級 ４級

345,809

平均給与月額
平均給与月額
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（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円--

経験年数２０年

333,333

-

140,100

山梨県市川三郷町

178,800

137,200

129,200

区　　　　　分

146,700

看護・保健職

236,700

国

144,500
一般行政職

-

172,200

高　校　卒

129,200

140,100

中　学　卒

172,200

-

-

278,950

大　学　卒

高　校　卒

206,900

経験年数１０年

     -

経験年数１５年

大　学　卒

技能労務職

一般行政職
高　校　卒

区　　　　分

大　学　卒

中　学　卒

-

-

198,300

-

大　学　卒

-

-
技能労務職

看護・保健職 -

高　校　卒

-

-
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２　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）１　市川三郷町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2)昇給への勤務成績の反映状況

勤務実績に応じて勤勉手当の支給率を反映している。
現在、今後の昇格昇給等に反映させるため人事評価を試行している。
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8.2

構成比

人

課長

19.2

6　　級
人

4　　級
28

職員数

主任

区　　分 標準的な職務内容

1　　級 主事・主事補
%

2　　級

16

%

人

5　　級

12

3　　級

主幹・主幹係長

主幹係長・課長
人

主査・主査係長

%

11.0

人

43

%

2.1

%

30.144

3

%

人
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11.0%
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10.1%
１級
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２級
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２級

8.1%
２級

22.1%

３級

29.4%
３級
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21.5%
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４級
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）】

勤務実績に応じて勤勉手当の支給率を反映している。

現在、今後の昇格昇給等に反映させるため人事評価を試行している。

（2) 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、23年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

該当なし

 (4) 特殊勤務手当

日額　　　　　　　　　１，０００円
に関する業務

支給職員1人当たり平均支給年額（２３年度決算）

5.64%

救護　　１件　　　　　　５００円

処理　　１件　　　　１，０００円

主な支給対象業務

3

　　　　　課員　　　　４，０００円

行旅病人又は死亡人の処理作業

手当の種類（手当数）

税務手当

人の取扱い業務

47.50

59.28

野犬捕獲等の作業手当
職員

に従事した職員処理手当

行旅病人及び死亡人

５１６千円

捕獲及び薬殺の作業

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

1,289 1,504

59.2847.50

59.28

市川三郷町

2.60 1.35

23.50

0.65

１人当たり平均支給額（23年度）

59.28

59.28

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

―

0.65

・役職加算5～20％　・管理職加算10～25％

1.35

23.50

国山梨県

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

1.45

1.35

国

30.55

主な支給対象職員

市川三郷町

支給実績（23年度決算）

33.50

１人当たり平均支給額（23年度）

左記職員に対する支給単価手当の名称

野犬の捕獲等の作業に従事する

2.60

59.28

14,433

月額　　係長　　　　５，０００円

役職加算5～15％

職制上の段階、職務の級等による加算措置職制上の段階、職務の級等による加算措置

33.50 41.3441.34

・役職加算5～20％　・管理職加算10～25％

30.55

町税の賦課及び徴収

907

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度）

５１，２７３円

1.45 0.65

行旅病人の救護、死亡

1.45

税務事務に従事した職員
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（２４年４月１日現在）

円

支給実績
（23年度決算）

19,743

（23年度決算）

２３９，８４２円

２７０，７１２円８，９３３千円

千円

５２，３８９円

６,２３４千円

支給職員１人当たり

24,020

平均支給年額

２１，５８５千円

102

家賃55,000円以上

22,700円

8,900円

20㎞～25㎞

支 給 実 績 （ 23 年 度 決 算 ） 13,569

同

手　当　名 内容及び支給単価

同

平成23年
4月1日廃
止

扶養手当

家賃-
12,000円

（家賃-
23,000円）
×1/2＋
11,000円

27,000円

11,000円

家賃23,000円を超
え55,000円未満

家賃23,000円以下

住居手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

69職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 23 年 度 決 算 ）

21,800円

配偶者

1人（配偶者なし）

40㎞～45㎞

5,000円

13,000円

6,500円1人（配偶者非扶養）

16,100円

1.交通機関等の利用者通勤
のために交通機関等の利用
を常例とすること、運賃等の
負担を常例とすること、徒歩
により通勤するものとした場
合の通勤距離が片道2㎞以
上であること運賃等相当額
が55,000円以下については
運賃等相当額

20,900円

4,100円

～5㎞

10㎞～15㎞

2.自動車等の使用者通勤の
ために自動車等の使用を常
例とすること、徒歩により通
勤するものとした場合の通
勤距離が片道2㎞以上であ
ること

異なる内容

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

国の制度と

2.自宅その所有に
かかる住宅に居住
している職員で世
帯主であるもの

同

1.職員の居住する借家・借
間自ら居住するための住宅
を借り受け、現に当該住宅
に居住し、月額12,000円を超
える家賃を支払っている職
員

特定期間の加算

60㎞～

55㎞～60㎞

同

６，３３９千円

25㎞～30㎞

国の制度
との異同

50㎞～55㎞

5㎞～10㎞

23,600円

24,500円

45㎞～50㎞

2,000円

管理職手当

宿日直手当

35㎞～40㎞

通勤手当

11,300円

13,700円

30㎞～35㎞

15㎞～20㎞

6,500円

18,500円

２９６，８６２円

4,612
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５　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （支給時期）

給料月額×42/100×在任月数 任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

育児休業者配置換え

0

対前年 増減数 主な増減理由

90

育児休業者配置換え不補充

育児休業者配置換え不補充など

２３年

2

52

11 0

2

２４年

2

54

退職不補充

45

7

24

146

32

0

[ 387 ］

47

10

33

22

149

24

-

178

１８年

2

50

11

46

106

7

24

-

146

-

14

24

94

業務縮小及び統廃合13

47

11

職員数

14

１７年

4

13

148152167 142157

321

17

37

32

156

2633

33 28

-

28

32

164

39

14 19

10

1317

3

148

6

2

14

33

衛生

3.30

164

21

157,000

11

35

11

２１年

45

147

113

27

108

143

24

-

13

１９年

2

57

31

27

13

41

5

13

11

4

11

157,000

43

8 7

280,000

258,000

340,000

（参考）類似団体における最高／最低額

319,000

給 料 月 額 等

議 長 230,000

区 分

46

議 長

退
職
手
当

合　　計

小　計

水道・下水道

その他

6

２０年

農水

民生

16

総務 62

9

商工

備　　　　考

市区町村長

報

酬

市区町村長

議 員

期
末
手
当

3.90

　　（23年度支給割合）

　　（23年度支給割合）

議 員

副 議 長

土地区画整理事業増

100

180,000

798,000

638,000

230,000

町 長給

料

副 議 長

議会

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

319,000

2

土木

一
般
行
政
部
門

116

消防部門

教育部門

16

計

税務

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

小　計

普
通
会
計
部
門

△ 2

330 325375

43

340

病院

180,000

-

退職不補充

欠員不補充

[ 387 ］ [ 387 ］[ 387 ］

△ 1

△ 4

△ 2

△ 3

-

[ 　0 ］

△ 6

0

312

[ 387 ］

318

[ 387 ］

1

21

△ 9

0

[ 387 ］

13

6

31

5

11

14 △ 2

△ 1

151

48

11

12

20

5

49

26

23

355

24

98

２２年

2

7

7



（2)年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）

　

(3定員管理の数値目標及び進捗状況

① 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（第1次） （単位：人・％）

（注） １　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（特別職のうち教育長を含む）

②定員管理の数値目標

ア　平成２３年４月１日～平成２６年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）市川三郷町における定員管理の数値目標（数・率）

48歳

（101.19％）

（--.--％）

～

（-5.96％）

（-2.19％）

△ 3.7%

純減率

△ 9

△ 7

3

△ 1

２６年 増減数（率）

60歳

総合計

0

2

（102.09％）

（-4.00％）

146

２４年

教育

319 321 312

公営企業等会計計 151 148

普通会計計 168

人 人

31歳

一般行政

173

24

0 0消防

25

31133 51 1

～

27歳

計

55歳

52歳

以上51歳 59歳

～

40歳20歳

人

56歳

人

区　分

23歳未満

24歳

～

28歳

～

20歳

139 23

部門別

143

人人人人

２２年

149

47歳

32歳

35歳 43歳

人

44歳

23
職員数

人

年度

0

～～

46

24

170

0

142

12人の削減

人人

２３年

～ ～

人

２５年

36歳

39歳

～

28 51 33

計画期間

数　値　目　標
始　期 終　期

平成23年4月1日 平成26年4月1日

平成23年4月1日 平成26年4月1日
純減数

職員数 職員数

321 309 12

0

5

10

15

20

25

構成比

５年前の構成比

%
（例）

8



(４)職員の採用及び退職等の状況 （平成23年度)

※　退職欄「その他」は、死亡等が含まれる。

（５）　職員採用試験の状況 （平成２３年度）

ア　実施日

イ　採用試験の実施状況

第1次合格者最終合格者数競争倍率

【人】 Ａ 【人】 Ｂ 【人】 Ｂ/Ａ　【％】 数 【人】 Ｄ 【人】 Ｂ/Ｄ　【倍】

1

2

10月31日 12月2日

2.5

1.0

100.0%

7

7

合　計

3

0 0

土木職

技能労務職 0

退　　　　　職

1

構成比（％） 52.9%

0

11.8%

1

29.4%

教 育 職

公 安 職

合 計

0

0

11

0

0

5

定　年 勧　奨 自己都合

0

0

4

5.9%

0

土木職 0.0% 0.00

一般行政職

医 療 職

採　用

8

3

9

0

2

2 0

0

0

5

0

職　　　種 第1次試験

事務職【Ⅰ】

第2次試験

1.0

看護師職

3.0

7.0

保育士職

2月27日

社会福祉士職

看護師職

12月2日

9月18日

9月18日

9月18日 12月2日11月1日

75.0%

100.0% 7

10月31日

10月31日

申込者数

2月22日1月29日

採用予定数

9月18日

9月18日

14

1 9

14

100.0%

5

2

1 5

0

12月2日

12月2日

0

17

100％

0

0

0

2

2

1

1

3

0

0

0

1

社会福祉士職

事務職【Ⅰ】

保育士職

12

その他

最終合格発表日

職　　　種

4 20

0

受験率受験者数

1

11月1日

2

14

1 1

看護師職

看護師職

1

1100.0%

1

1

福 祉 職

9



７　職員の勤務時間　　　※全職種

①

②

日

休暇の種類
１公民権行使休暇
２裁判員、証人、鑑定人、参考人等として

３骨髄提供休暇
４ボランティア休暇 ５日以内
５婚姻休暇 ５日以内
６妊娠中又は出産後の通院休暇 必要と認める時間
７分娩休暇 予定日前６週間～後８週間目に当たる日までの期間
８育児休暇 １日２回それぞれ３０分以内の期間
９配偶者出産休暇 ２日以内
１０男性職員の育児参加休暇 ５日以内
１１子の看護休暇 ５日以内
１２忌引き 必要と認める期間
１３父母の祭日休暇 １日
１４夏季休暇 ５日以内
１５感染症まん延防止休暇
１６住居喪失・損壊休暇
１７非常災害交通遮断休暇

１９生理休暇

（４）育児休業及び育児部分休業の取得状況 （平成23年度)
平成23年度中に新たに育児休業が取得可能となった

育児休業 部分休業 職員（育児休業 うち育児休業 うち部分休業
取得者 取得者 等対象者数) 取得者数 取得者数

※１　「育児休業取得者」、「部分休業取得者」及び「うち両休業取得者」欄の上段は、平成22年度に新たに

　育児休業(部分休業)を取得した者、下段は、育児休業(部分休業)の期間が平成21年度から22年度にかけて

　引き続いている者の数。

※２　「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」および「うち両休業取得者数」欄の上段の平成23年度に新たに育児休業を

　取得した者の数には、「平成23年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員で育児休業（部分休業）した職員」と

　「平成22年度中に育児休業が取得可能となったが、平成22年度に新規に育児休業（部分休業）した職員」の両方が含まれるので

　「平成23年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員のうち、育児休業取得者数」、「平成23年度中に新たに育児休業が

　可能となった職員のうち部分休業取得者数」及び「平成21年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員のうち両休業取得者

　数」の各々と必ずしも一致するわけではなく、また下回ることはない。

（５）介護休暇の取得状況 （平成23年度)
介護休暇
取得者

7.5

6

合　計 その他

その都度必要と認める期間
その都度必要と認める期間
その都度必要と認める期間

12時00分

時間型中心
休　　暇　　の　　取　　得　　形　　式

その都度必要と認める期間

0

13時00分

1

3

男性職員

合　計

8時30分

一般職員の勤務時間

17時15分

１週間の勤務時間

6
2

0
0
0

終了時刻

その都度必要と認める期間

　の官公署出頭休暇

開始時刻

（３）特別休暇等の状況（平成２３年）

～

その都度必要と認める期間

その他

0 0
0

0

0

0

平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日の平均使用日数

9
1 2

１８交通機関の事故等による不可抗力休暇

その都度必要と認める期間

0

6

その都度必要と認める期間

（２）一般職員の年次有給休暇の使用状況

6

6

0

男性職員

女性職員

合　計

0
0

0

0
0

0

（１）勤務時間の状況（平成２４年４月１日現在）

0 0
0

女性職員
0
0
0 0

３８時間４５分

休憩時刻

全日型中心

10



８　職員の分限及び懲戒　　　※全職種
（１）分限処分数（平成２３年度）

（２）処分事由別分限処分件数
（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

勤務実績が良くない場合

（法第28条第1項第1号)

心身の故障の場合

（法第28条第1項第2号、第2項第1号)

職に必要な適格性を欠く場合

（法第28条第1項第3号）

職制等の改廃等により過員等を生じた場合

（法第28条第1項第4号）

刑事事件に関し起訴された場合

(法第28条第2項第2号)

条例に定める事由による場合

(法第27条第2項)

※１　処分件数は、１つの事案に対して複数の処分事由が存在するため延数で計上
※２　法とは地方公務員法をいう。

（３）懲戒処分者数　（平成23年4月1日～平成24年3月31日)

（４）処分事由別懲戒処分件数 (平成23年4月1日～平成24年3月31日）

法令違反
（法第29条第1項第1号)
職務上の義務違反又は怠慢
（法第29条第1項第2号)
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第29条第1項第3号）

※１　処分件数は、１つの事案に対して複数の処分事由が存在するため延数で計上
※２　法とは地方公務員法をいう。

-

-

0

0

免　職 休　職 降　格 合　計 失　職

合計

降　任

失職

0

- - - - 0

0

0

0

区　　　　分 降任 免職 休職 降給

0

0

0

0

0

合計

-

減給

00 0

- - - -

免職停職

停　職 免　職戒　告 減　給

- 0

-

-

区　　　　分 戒告

0

-

00

-

0合　　　　計

合　　　　計

法第28条第4項により失職した者

- -

0

-

-

合　計

- 0

0
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９　職員の服務　　　※全職種

（１）服務規律の遵守（平成２３年度）

１０　職員の研修　　　※全職種

○ 主な研修実績（平成２３年度）

１１　福利厚生（互助会）に係る支出について（平成２３年度決算）

１２　　職員の福祉及び利益の保護

（１）職員の厚生福利の実施状況（平成２３年度）
①職員の健康管理に関する取組状況

（２）職員の厚生福利の実施状況（平成23年度）
①職員の健康診断の実施状況

-

・各種感染症予防や対応についての協議

80

基本健診

臨時職員、非常勤嘱託職員のうち、居住する市町村の健
康診断を希望した者が受診した。

地方公務員法、町職員服務規程等に

市川三郷町立病院への業務委託により、全職員を対象
に検診を行った。
（ただし、共済組合助成の人間ドック及び他の医療機関
での受診希望者は除く）検査費用については、町が全額
負担した。

検査項目

挑戦する職員コース

職員のメンタルヘルスコース

市川三郷町立病院職員互助会

特に、職場におけるメンタルヘルス対策や、庁舎内・庁舎周辺の

321

住民健康診断

概要

事業名 概要

229 0.00%

0基本健診

共済組合からの助成により、人間ドックを希望する者が
自己負担で受診した。

0.00%92 －－－ 0

啓発を庁内ＬＡＮを通じて行った。

平成１９年度以降、互助会等への公費負担は無し。

職員の健康管理に関する周知

0

職員定期健康診断

項　　目

安全対策について問題点を指摘した。

職員の健康管理に関する取組

会費

・市川三郷町安全衛生委員会の活動を通じて、職員の安全衛生に関する

－－－

公費負担率互助会名

市川三郷町職員互助会

会員数

人間ドック

・衛生管理者及び安全衛生委員会事務局職員がメンタルヘルス先進地を視察研修

受診者数

208

対象者数

任命権者 取組内容

本町における定住・交流人口の増加を目的に

対象職員
内　　　　　容

７６名『呼ぼうプロジェクト』 希望者職員間で調査・研究・討論を行い、具体的な
ＰＲ事業を計画・実施

市川三郷町に人を

職員への周知方法

人事評価制度の施行のため、制度の理解訓練

先進施策調査研修 職員

参加者数
（階層等） （人）

町長
庁議等基づき、公務員としての自覚行動に

自動車運転免許証の更新状況の確認 所属長が各人の免許証を確認

庁内ＬＡＮインフォメーション

山梨県市町村研修所

議会議長
教育委員会

改革及び能力開発を進め、時代に適応した人材の育成を推進するとともに、住民サービス

を目的に目標設定研修、目標設定指導者研修

研修

区分（研修名）

の向上と住民ニーズの多様化・高度化に対応した効率的な業務体制の充実を図った。

平成１９年に策定した「人材育成基本方針」に基づき、職員研修計画を策定し、職員の意識

のべ２３４名

山梨県市町村振興協会 担当部署
各コース２名

計４名

人事評価制度の研修

ついて周知徹底した。

出張研修、自主研修 員及び

のべ４０８名

希望者

階層研修、専門研修、特別研修、実務研修 該当職

全職員

公費

評価者面談研修を実施

12



１３　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

特になし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

ウ　地域手当

該当なし

エ　特殊勤務手当

該当なし

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

7.9

22年度の総費用に占　　実質収支

市川三郷町

千円　

一人当たり

２３年度

329,250

１人当たり平均支給額（２３年度）

145,667

Ｂ　

純損益又は 総費用に占める

千円

区　　分

Ａ  

総費用

%

職員給与費比率

%

6,43413,097

　　　　千円

9.0

千円

13,097

一人当たり給与費

（参考）２２年度平均

2,354

4,781

　　計　　Ｂ

528,316

527,725

2.60

基本給

6,549

平均月収額

　　　　給与費 　　B/A

1,240

297,058

千円千円

33.50 41.34

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

2,914

41.34

30.55

（一般行政・団体平均等）

907

30.55

2.60

59.2847.50

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

47.50

59.28

59.28

0.65

1.35

23.50

358

59.28

33.50

２３年度

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

59.28

1.35

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退
職した職員に支給された平均額である。

45.0

45.4

42.8

1,404

179

１人当たり平均支給額（２３年度）

276,400

（一般行政職・団体平均等）

358,043

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

市川三郷町

59.28

23.50

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

事 業 者

千円　

める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

人

2 7,829

千円

　　　　　　Ａ

千円

期末・勤勉手当

団体 平均

市川三郷町

職員数
区　　分

職員手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料

14,433

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

116

232

1.451.45 0.65
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（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
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カ　その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成２３年４月１日～平成２６年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）市川三郷町における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →７(3)②参照

2 2 0

扶養手当

職員数

通勤手当

住居手当 同4（6）「その他の手当」を参照

職員数

100.00%

なし

24 千円

純減数

手　当　名 内容及び支給単価 （２３年度決算）

千円

増減なし平成23年4月1日 平成26年4月1日

始　期 終　期
数　値　目　標

計画期間

平成23年4月1日 平成26年4月1日

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （２３年度決算）

支給職員１人当たり支給実績

純減率

468

1,000

464 19,333

千円 19,500

平均支給年額
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